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　　富岡町長を甲とし、　　　　を乙として、肉用雌牛の貸借について、次のとおり契約を締結する。
　第１条　甲が乙に貸し付ける肉用雌牛（以下「肉用雌牛」という。）は、次のとおりとする。
	貸　付　番　号
	
	

	品　　　　　種
	
	

	名　　　　　号
	
	

	生　年　月　日
	年　　月　　日　
	年　　月　　日　

	登　録　番　号
	
	


　第２条　貸付期間は、　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までとする。ただし、乙が貸付期間中に肉用雌牛から生産された第１肉用子牛であって、貸し付けた当時における肉用雌牛と同程度以上の資質を有するものを甲に納付したときは、その日までとする。
　第３条　甲は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定のただし書により第１肉用子牛を納付したときは、乙に肉用雌牛を譲渡するものとする。
　第４条　乙は、貸付期間が満了したときは速やかに肉用雌牛の購入価格に相当する次の額を、甲に納付するものとする。
	貸　付　番　号
	
	

	譲　渡　対　価
	円　
	円　


　第５条　乙は、甲の所有する肉用雌牛を善良な管理者の注意をもって飼養するものとする。
　第６条　乙は、肉用雌牛を家畜共済に加入する等により債務履行に万全を期するものとする。
　第７条　貸付期間中における肉用雌牛の飼養管理、肉用雌牛の引渡し、その他肉用雌牛の移動等に要する費用は、すべて乙の負担とする。


　第８条　貸付期間中に生じた果実は、乙に帰属する。
　第９条　甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するものとする。この場合には、乙は肉用雌牛を甲に返納するものとする。
　　(１)　乙がこの契約に従わない場合であって、甲が乙に肉用雌牛の飼養管理を継続させていることが不適当であると認めたとき。
　　(２)　乙が死亡若しくは疾病又はその他の事由により肉用雌牛の飼養を継続することが困難又は不適当であると認められるとき。
　　(３)　乙が条例第２条第２号の規定する要件に該当する場合であって、肉用雌牛の引渡しを受けた日から４年を経過する以前に当該要件に該当しなくなったとき。
　第10条　貸付けを受けた肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、乙は、その損害額を甲に賠償するものとする。また、当該事故等に対し、第６条の規定により加入した家畜共済から共済金を受領したときは、速やかに当該賠償金に充当するものとする。
　第11条　甲は、貸付期間中に肉用雌牛を事故等により廃用処分したときは、その処分額が当該肉用雌牛を甲が購入した時の価格に相当する額を上回るときは、その肉用雌牛の廃用処分の原因となった事故等が乙の故意又は重大な過失による場合を除き、その上回る額を乙に交付するものとする。
　第12条　乙は、次のいずれかに該当するときは、速やかに甲に通知するものとする。
　　(１)　貸付けを受けた肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
　　(２)　乙が疾病に係る等やむを得ず飼養管理を継続することが不可能となったとき。
　　(３)　条例第２条第２号の規定する要件に該当する乙が、当該要件に該当しなくなったとき。
　　この契約を証するため本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。
　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　甲　　富岡町長
　　　乙　　住　　所　双葉郡富岡町
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　㊞
　　保証人　住　　所　双葉郡富岡町
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　㊞
